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その他（参考）

1　 厚生年金の計算の基礎
　厚生年金の額は、原則として「厚生年金被保険者期間（国家公務員共済組合の組合員期間は「第
２号厚生年金被保険者期間」となります。）の月数」と「平均標準報酬月額と平均標準報酬額」
をもとに計算します。

　第 2号厚生年金被保険者期間は、公務員等として「就職した月」から「退職した月の前月（月
の末日に退職したときはその月）」までの期間の月数によって計算します。

昭
和
60
・４・１

令
和
８・３・
31

令
和
８・３・
15

昭
和
60
・４・１

就職 退職

就職 退職

41年（492月）

40年11月（491月）

（注）　第２号厚生年金被保険者期間より前の第３号厚生年金被保険者（地方公務員）であった期間につ
いても第２号厚生年金被保険者期間とみなされます。（第２号と第３号の厚生年金被保険者期間は相
互に通算されることになっています。）
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８・３・
31

平
成
15
・４・
19

昭
和
61
・３・
15

昭
和
59
・４・１

就職 再就職 退職退職

2年（24月） 23年（276月）

合計25年（300月）　

第2号厚生年金被保険者期間の計算

　ただし、昭和 61年３月 31日までの第 2号厚生年金被保険者期間の計算は、｢就職した月」か
ら「退職した月」までの期間の月数によって計算します。
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95知っておきたい厚生年金・退職等年金給付　令和 7年版
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その他（参考） 【在職中に受給権を取得した老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間】
在職中に受給権が発生した老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間には、受給権を取
得した月以後の被保険者期間は含まれません。
なお、在職中の被保険者期間は、被保険者の資格を喪失して１月を経過したとき、当該被保
険者期間を算入して年金額を改定します。

厚生年金の額の計算については、次に掲げる「平均標準報酬月額」と「平均標準報酬額」を
基礎として計算します。

（1�）平均標準報酬月額（平成15年3月以前の第2号厚生年金被保険者期
間が対象）
平均標準報酬月額は、基本的には次の計算式のとおり、年金額の計算の基礎となる平成 15年
３月以前の第２号厚生年金被保険者期間にかかる「各月の標準報酬月額の総額（＊）」をその期
間の月数で割ったものです。

平均標準報酬月額

平成15年３月以前の
第２号厚生年金被保険者期間の月数

平成15年３月以前の
各月の標準報酬月額の総額（＊）

=

（＊）　各月の標準報酬月額については、97～ 98頁（本来水準の額）または 99頁（従

前保障額）の再評価率を乗じた後の額に置き換えて計算します。

平均標準報酬月額と平均標準報酬額
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（2�）平均標準報酬額（平成15年４月以降の第２号厚生年金被保険者期間
が対象）
平均標準報酬額は、年金額の計算の基礎となる平成 15年４月以降の第２号厚生年金被保険者
期間にかかる「各月の標準報酬月額の総額（＊）」と「標準賞与額の総額（☆）」の合計額を、
その第２号厚生年金被保険者期間の月数で割ったものです。

（＊）各月の標準報酬月額の総額の求め方

「各月の標準報酬月額の総額」は、平成 15年４月以降の各月の標準報酬月額（それぞれ各月
に応じた再評価率（97～ 98頁（本来水準の額）または 99頁（従前保障額）をご覧ください。）
を乗じたもの）の総額となります。

（☆）標準賞与額の総額の求め方

「標準賞与額の総額」は、平成 15年４月以降の標準賞与額（注）に再評価率（97～ 98頁（本
来水準の額）または 99頁（従前保障額）をご覧ください。）を乗じた額の総額となります。

（注）標準賞与額は、ボーナス等の支払いのつど決定され、その額に1,000円未満の端数が生じたときはそ
れを切り捨て、その額が150万円を超えるときは150万円となります。

平均標準報酬額　=

　平成15年４月以降の各月の標準報酬月額の総額（＊）
＋標準賞与額の総額（☆）

平成15年４月以降の
第２号厚生年金被保険者期間の月数

p084-109_CC2024_本文3.indd   96p084-109_CC2024_本文3.indd   96 2025/08/25   13:09:252025/08/25   13:09:25



97知っておきたい厚生年金・退職等年金給付　令和 7年版
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【再評価率】
再評価率とは、年金額計算の基礎となる平均標準報酬月額を求める際、第2号厚生年金被保険者期間の各

月の標準報酬月額の価値を見直すための率です。

再評価率表　その①（令和7年度）…本来水準の額を求める際に使用するもの
生年月日

期間の区分

S5.4.1

以前生

S5.4.2
～ 

S6.4.1

S6.4.2
～ 

S7.4.1

S7.4.2
～ 

S8.4.1

S8.4.2
～ 

S10.4.1

S10.4.2
～ 

S11.4.1

S11.4.2
～ 

S12.4.1

S12.4.2
～ 

S13.4.1

S13.4.2
～ 

S31.4.1

S31.4.2
～ 

S33.4.1

S33.4.2

以後生

～昭和62.3 1.297 1.308 1.338 1.344 1.344 1.350 1.360 1.372 1.373 1.378 1.378 

62.4～63.3 1.265 1.278 1.304 1.310 1.310 1.316 1.325 1.336 1.338 1.342 1.342 

63.4～平成元.11 1.233 1.244 1.273 1.279 1.279 1.284 1.293 1.303 1.304 1.308 1.308 

元.12～3.3 1.160 1.170 1.195 1.200 1.200 1.205 1.215 1.225 1.226 1.229 1.229 

3.4～4.3 1.106 1.118 1.141 1.147 1.147 1.152 1.161 1.169 1.170 1.173 1.173 

4.4～5.3 1.074 1.084 1.108 1.114 1.114 1.119 1.128 1.136 1.137 1.140 1.140 

5.4～6.3 1.053 1.063 1.085 1.091 1.091 1.096 1.104 1.113 1.114 1.117 1.117 

6.4～7.3 1.044 1.044 1.065 1.071 1.071 1.075 1.082 1.091 1.091 1.095 1.095 

7.4～8.3 1.043 1.043 1.043 1.049 1.049 1.053 1.060 1.069 1.070 1.073 1.073 

8.4～9.3 1.039 1.039 1.039 1.034 1.034 1.039 1.048 1.056 1.057 1.060 1.060 

9.4～10.3 1.017 1.017 1.017 1.017 1.020 1.024 1.032 1.042 1.043 1.047 1.047 

10.4～11.3 1.011 1.011 1.011 1.011 1.011 1.015 1.020 1.029 1.030 1.033 1.033 

11.4～12.3 1.014 1.014 1.014 1.014 1.014 1.014 1.019 1.028 1.029 1.032 1.032 

12.4～13.3 1.019 1.019 1.019 1.019 1.019 1.019 1.019 1.028 1.029 1.032 1.032 

13.4～14.3 1.026 1.026 1.026 1.026 1.026 1.026 1.026 1.026 1.028 1.031 1.031 

14.4～15.3 1.036 1.036 1.036 1.036 1.036 1.036 1.036 1.036 1.034 1.037 1.037 

15.4～16.3 1.041 1.041 1.041 1.041 1.041 1.041 1.041 1.041 1.037 1.040 1.040 

16.4～17.3 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.039 1.041 1.041 

17.4～18.3 1.043 1.043 1.043 1.043 1.043 1.043 1.043 1.043 1.041 1.043 1.043 

18.4～19.3 1.043 1.043 1.043 1.043 1.043 1.043 1.043 1.043 1.041 1.043 1.043 

19.4～20.3 1.041 1.041 1.041 1.041 1.041 1.041 1.041 1.041 1.037 1.040 1.040 

20.4～21.3 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.020 1.023 1.023 

21.4～22.3 1.035 1.035 1.035 1.035 1.035 1.035 1.035 1.035 1.033 1.036 1.036 

22.4～23.3 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.039 1.041 1.041 

23.4～24.3 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.042 1.044 1.044 

次頁に続く

p084-109_CC2024_本文3.indd   97p084-109_CC2024_本文3.indd   97 2025/08/25   13:09:252025/08/25   13:09:25



98

再評価率表　その②（令和7年度）…本来水準の額を求める際に使用するもの
生年月日

期間の区分

S5.4.1

以前生

S5.4.2
～ 

S6.4.1

S6.4.2
～ 

S7.4.1

S7.4.2
～ 

S8.4.1

S8.4.2
～ 

S10.4.1

S10.4.2
～ 

S11.4.1

S11.4.2
～ 

S12.4.1

S12.4.2
～ 

S13.4.1

S13.4.2
～ 

S31.4.1

S31.4.2
～ 

S33.4.1

S33.4.2

以後生

24.4～25.3 1.045 1.045 1.045 1.045 1.045 1.045 1.045 1.045 1.043 1.047 1.047 

25.4～26.3 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.045 1.049 1.049 

26.4～27.3 1.017 1.017 1.017 1.017 1.017 1.017 1.017 1.017 1.015 1.018 1.018 

27.4～28.3 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.010 1.013 1.013 

28.4～29.3 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.013 1.016 1.016 

29.4～30.3 1.011 1.011 1.011 1.011 1.011 1.011 1.011 1.011 1.009 1.012 1.012 

30.4～31.3 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002 1.000 1.003 1.003 

31.4～令和2.3 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 0.997 1.000 1.000 

2.4～ 3.3 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 0.997 0.997 0.997 

3.4～ 4.3 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002 1.000 1.000 1.000 

4.4～ 5.3 0.980 0.980 0.980 0.980 0.980 0.980 0.980 0.980 0.978 0.978 0.978 

5.4～ 6.3 0.949 0.949 0.949 0.949 0.949 0.949 0.949 0.949 0.947 0.947 0.947 
6.4～ 7.3 0.924 0.924 0.924 0.924 0.924 0.924 0.924 0.924 0.922 0.922 0.922 

7.4～ 8.3 0.924 0.924 0.924 0.924 0.924 0.924 0.924 0.924 0.922 0.922 0.922 
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再評価率表（平成6年水準）…従前保障額を求める際に使用するもの
期間の区分 再評価率（※）

～昭和62.3 1.22

62.4～63.3 1.19

63.4～平成元.11 1.16

元.12～3.3 1.09

3.4～4.3 1.04

4.4～5.3 1.01

5.4～12.3 0.99

12.4～17.3 0.917

17.4～18.3 0.923

18.4～19.3 0.926

19.4～20.3 0.924

20.4～21.3 0.924

21.4～22.3 0.914

22.4～23.3 0.927

23.4～24.3 0.934

24.4～25.3 0.937

25.4～26.3 0.937

26.4～27.3 0.932

27.4～28.3 0.909

28.4～29.3 0.909

29.4～30.3 0.910

30.4～31.3 0.910

31.4～令和2.3 0.903

2.4～ 3.3 0.899

3.4～ 4.3 0.900

4.4～ 5.3 0.904

5.4～ 6.3 0.879

6.4～ 7.3 0.853

7.4～ 8.3 0.834

※生年月日による区分はありません。
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標準報酬月額表　その① （S61.4 ～ H28.9）
標準報酬等級

標準報酬月額 報酬月額
（本俸と諸手当の合計額）S61.4～

H元.12
H2.1～
H6.11

H6.12～
H12.9

H12.10～
H28.9

第 1 級  68,000円 70,000円未満
第 2 級  72,000円 70,000円以上 74,000円未満
第 3 級  76,000円 74,000円以上 78,000円未満
第 4 級 第 1 級  80,000円 78,000円以上 83,000円未満
第 5 級 第 2 級  86,000円 83,000円以上 89,000円未満
第 6 級 第 3 級 第 1 級  92,000円 89,000円以上 95,000円未満
第 7 級 第 4 級 第 2 級 第 1 級  98,000円 95,000円以上101,000円未満
第 8 級 第 5 級 第 3 級 第 2 級 104,000円 101,000円以上107,000円未満
第 9 級 第 6 級 第 4 級 第 3 級 110,000円 107,000円以上114,000円未満
第10級 第 7 級 第 5 級 第 4 級 118,000円 114,000円以上122,000円未満
第11級 第 8 級 第 6 級 第 5 級 126,000円 122,000円以上130,000円未満
第12級 第 9 級 第 7 級 第 6 級 134,000円 130,000円以上138,000円未満
第13級 第10級 第 8 級 第 7 級 142,000円 138,000円以上146,000円未満
第14級 第11級 第 9 級 第 8 級 150,000円 146,000円以上155,000円未満
第15級 第12級 第10級 第 9 級 160,000円 155,000円以上165,000円未満
第16級 第13級 第11級 第10級 170,000円 165,000円以上175,000円未満
第17級 第14級 第12級 第11級 180,000円 175,000円以上185,000円未満
第18級 第15級 第13級 第12級 190,000円 185,000円以上195,000円未満
第19級 第16級 第14級 第13級 200,000円 195,000円以上210,000円未満
第20級 第17級 第15級 第14級 220,000円 210,000円以上230,000円未満
第21級 第18級 第16級 第15級 240,000円 230,000円以上250,000円未満
第22級 第19級 第17級 第16級 260,000円 250,000円以上270,000円未満
第23級 第20級 第18級 第17級 280,000円 270,000円以上290,000円未満
第24級 第21級 第19級 第18級 300,000円 290,000円以上310,000円未満
第25級 第22級 第20級 第19級 320,000円 310,000円以上330,000円未満
第26級 第23級 第21級 第20級 340,000円 330,000円以上350,000円未満
第27級 第24級 第22級 第21級 360,000円 350,000円以上370,000円未満
第28級 第25級 第23級 第22級 380,000円 370,000円以上395,000円未満
第29級 第26級 第24級 第23級 410,000円 395,000円以上425,000円未満
第30級 第27級 第25級 第24級 440,000円 425,000円以上455,000円未満
第31級 第28級 第26級 第25級 470,000円 455,000円以上485,000円未満

第29級 第27級 第26級 500,000円 485,000円以上515,000円未満
第30級 第28級 第27級 530,000円 515,000円以上545,000円未満

第29級 第28級 560,000円 545,000円以上575,000円未満
第30級 第29級 590,000円 575,000円以上605,000円未満

第30級 620,000円 605,000円以上
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※平成28年10月以降に使用する厚生年金の標準報酬月額表は以下のとおりです。

標準報酬月額表　その② （厚生年金H28.10～）

標準報酬等級
標準報酬月額 報酬月額

（本俸と諸手当の合計額）H28.10
～R2.8 R2.9～

第１級 第１級 88,000円 93,000円未満
第２級 第２級 98,000円 93,000円以上101,000円未満
第３級 第３級 104,000円 101,000円以上107,000円未満
第４級 第４級 110,000円 107,000円以上114,000円未満
第５級 第５級 118,000円 114,000円以上122,000円未満
第６級 第６級 126,000円 122,000円以上130,000円未満
第７級 第７級 134,000円 130,000円以上138,000円未満
第８級 第８級 142,000円 138,000円以上146,000円未満
第９級 第９級 150,000円 146,000円以上155,000円未満
第10級 第10級 160,000円 155,000円以上165,000円未満
第11級 第11級 170,000円 165,000円以上175,000円未満
第12級 第12級 180,000円 175,000円以上185,000円未満
第13級 第13級 190,000円 185,000円以上195,000円未満
第14級 第14級 200,000円 195,000円以上210,000円未満
第15級 第15級 220,000円 210,000円以上230,000円未満
第16級 第16級 240,000円 230,000円以上250,000円未満
第17級 第17級 260,000円 250,000円以上270,000円未満
第18級 第18級 280,000円 270,000円以上290,000円未満
第19級 第19級 300,000円 290,000円以上310,000円未満
第20級 第20級 320,000円 310,000円以上330,000円未満
第21級 第21級 340,000円 330,000円以上350,000円未満
第22級 第22級 360,000円 350,000円以上370,000円未満
第23級 第23級 380,000円 370,000円以上395,000円未満
第24級 第24級 410,000円 395,000円以上425,000円未満
第25級 第25級 440,000円 425,000円以上455,000円未満
第26級 第26級 470,000円 455,000円以上485,000円未満
第27級 第27級 500,000円 485,000円以上515,000円未満
第28級 第28級 530,000円 515,000円以上545,000円未満
第29級 第29級 560,000円 545,000円以上575,000円未満
第30級 第30級 590,000円 575,000円以上605,000円未満
第31級 第31級 620,000円 605,000円以上635,000円未満

第32級 650,000円 635,000円以上
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※平成28年10月以降に使用する退職等年金給付の標準報酬月額表は以下のとおりです。

標準報酬月額表　その③ （退職等年金給付H28.10～）

標準報酬等級
標準報酬月額 報酬月額

（本俸と諸手当の合計額）H28.10
～R4.9 R4.10～

第１級 88,000円 93,000円未満
第１級 第２級 98,000円 93,000円以上101,000円未満
第２級 第３級 104,000円 101,000円以上107,000円未満
第３級 第４級 110,000円 107,000円以上114,000円未満
第４級 第５級 118,000円 114,000円以上122,000円未満
第５級 第６級 126,000円 122,000円以上130,000円未満
第６級 第７級 134,000円 130,000円以上138,000円未満
第７級 第８級 142,000円 138,000円以上146,000円未満
第８級 第９級 150,000円 146,000円以上155,000円未満
第９級 第10級 160,000円 155,000円以上165,000円未満
第10級 第11級 170,000円 165,000円以上175,000円未満
第11級 第12級 180,000円 175,000円以上185,000円未満
第12級 第13級 190,000円 185,000円以上195,000円未満
第13級 第14級 200,000円 195,000円以上210,000円未満
第14級 第15級 220,000円 210,000円以上230,000円未満
第15級 第16級 240,000円 230,000円以上250,000円未満
第16級 第17級 260,000円 250,000円以上270,000円未満
第17級 第18級 280,000円 270,000円以上290,000円未満
第18級 第19級 300,000円 290,000円以上310,000円未満
第19級 第20級 320,000円 310,000円以上330,000円未満
第20級 第21級 340,000円 330,000円以上350,000円未満
第21級 第22級 360,000円 350,000円以上370,000円未満
第22級 第23級 380,000円 370,000円以上395,000円未満
第23級 第24級 410,000円 395,000円以上425,000円未満
第24級 第25級 440,000円 425,000円以上455,000円未満
第25級 第26級 470,000円 455,000円以上485,000円未満
第26級 第27級 500,000円 485,000円以上515,000円未満
第27級 第28級 530,000円 515,000円以上545,000円未満
第28級 第29級 560,000円 545,000円以上575,000円未満
第29級 第30級 590,000円 575,000円以上605,000円未満
第30級 第31級 620,000円 605,000円以上635,000円未満
第31級 第32級 650,000円 635,000円以上

※�退職等年金給付について、令和 4 年 10 月からは、標準報酬等級の第 1 級が 88,000 円に変更され、
厚生年金と同じ等級区分が適用されています。
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103知っておきたい厚生年金・退職等年金給付　令和 7年版

そ
の
他

過去に退職一時金の支給を受けた方が、その後、老齢厚生年金や障害厚生年金を受けること
になったときは、原則としてその退職一時金として受けた額に利子を加えて返還していただく
ことになっています。これは、退職一時金の支給を受けた方の遺族の方が、遺族厚生年金を受
けることになったときも同様です。
退職一時金の制度は、昭和 54年 12月 31日まであった制度ですが、原則として組合員期間が
20年未満の方が退職したときに支給されていました。
また、退職一時金制度では、退職した時期などにより、大きく分けて２通りの受給方法があ
りました。①１つは、将来年金を受けないことを前提として、退職一時金の全額の支給を受け
る場合と、②もう１つは、将来年金を受けることを希望して、そのための財源を差し引いた残
りの額のみの支給を受ける場合です。

●返還額
返還する額は、実際に支給を受けた退職一時金の額に、退職一時金を受けた月の翌月から老
齢厚生年金などの年金の受給権を取得した月までの期間の利子を加えた額となります。
また、この場合の利子は、それぞれの期間に応じた利率に基づく複利計算により求めること
になっています。

3　 申出による年金の支給停止制度

年金受給者の方からの申出により年金の支給を全額停止することができる制度です。
また、この申出による支給停止は、将来に向かって撤回することができます。

2　 過去に受けた退職一時金の返還
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